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熊本県告示第９５４号 
 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２２条第１項の規定により公有水面埋立
てに関する工事のしゅん功を認可したので、同条第２２項の規定により次のとおり告示す
る。 
  平成２１年１０月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ しゅん功認可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県 代表者 熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
２ しゅん功認可年月日 
  平成２１年９月１８日 
３ 埋立区域 
 (１) 位置 

 水俣市月の浦字月浜１６１の２地先並びに１５５の１、１５４の１、１４７の１
及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路地先並びに１４７の１、１１６の１、
１１５の１、１１４の１、６１の１、６１の６、５４の５６及びこれらの区域に介
在する道路、水路地先公有水面 

 (２) 区域 
 次の地点のうち、①の地点と②の地点とを結んだ線、②の地点からパラメータＡ
＝７０．００ｍ、Ｒ＝８０．０５ｍのクロソイド曲線で②の地点と③の地点を結ぶ
北西側のクロソイド弧、③の地点から３００度０９分１２秒８０．０５ｍの地点を
円心とする半径８０．０５ｍの円周で③の地点と④の地点とを結ぶ東側の円弧、④
の地点からパラメータＡ＝７０．００ｍ、Ｒ＝８０．０５ｍのクロソイド曲線で④
の地点と⑤の地点を結ぶ南東側のクロソイド弧、⑤の地点から⑦の地点までを順次
に結んだ線、⑦の地点から⑧の地点を結ぶ平成１３年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋
３．１１ｍ）における公有水面と陸地の境界線及び①の地点と⑧の地点を結ぶ平成
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６年１２月２日付け熊本県指令第６号でしゅん功された埋立地と公有水面との境界
線（Ｄ．Ｌ．＋３．４５ｍより決定）により囲まれた区域。 

 
  ①の地点 江添四等三角点（北緯３２度１１分４０秒０４２、東経１３０度２３分５ 
       ７秒０６９。以下「基点」という。）から２４５度４３分００秒１７８８． 
       ５０メートルの地点 

②の地点 ①の地点から ４４度１２分３６秒 ５３．５８メートルの地点 
③の地点 ②の地点から ３８度２５分２０秒 ４６．０４メートルの地点 
④の地点  ③の地点から ５度５６分３３秒 ７２．２２メートルの地点 
⑤の地点 ④の地点から ３３３度２８分５６秒 ４６．０４メートルの地点 
⑥の地点  ⑤の地点から ３２７度４７分５２秒 ２０．３１メートルの地点 
⑦の地点  ⑥の地点から ５８度２９分４４秒 １６．８７メートルの地点 
⑧の地点  ⑦の地点から １８３度５９分３６秒 ２８４．１９メートルの地点 

 (３) 面積 
   １０，７９３．０８平方メートル 
４ 埋立地の用途 

道路用地及び公園緑地 
５ 埋立免許の年月日及び番号 
  平成１４年１月１８日 
  熊本県指令港第１７号 
６ 公有水面埋立法第２２条第３項の市町村 

水俣市 
 

 
熊本県告示第９５５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文に規定する指定居宅サービ
ス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１０月１６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （特定施設入居者生活介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ひまわりの里 

球磨郡錦町一武２１３０番地の１

有限会社 ひまわり 平成２１年１０月６日 

 
 
熊本県告示第９５６号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文に規定する指定介護予防サ
ービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年１０月１６日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防特定施設入居者生活介護）                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ひまわりの里 

球磨郡錦町一武２１３０番地の１

有限会社 ひまわり 平成２１年１０月６日 

 
 
熊本県告示第９５７号 
  障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により指定自立
支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第６９条の規定により公示する。 
    平成２１年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁  夫    
 （精神通院医療） 

 

   医療機関の名称及び所在地 

 

   指定年月日 医療機関コード

はすわ薬局 

八代市大村町１１１３－４ 

平成２１年１０月１日 １７４０４８０

薬局セントラルファーマシー長嶺 

熊本市長嶺南２－８－８３ 

平成２１年１０月１日 ０１４６５３１

きくちハート薬局 

菊池市亘字堀木１１番６号 

平成２１年１０月１日 １６４０１８５
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熊本県告示第９５８号 
  障害者自立支援法施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６３条の規定により、
次の指定自立支援医療機関（精神通院医療）から当該医療機関の業務の廃止の届出があっ
た。 
    平成２１年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

指定自立支援医療機関（精神通

院医療）の名称及び所在地 

 開設者の名称及び所在地  廃止年月日 

熊本中央病院 

熊本市田井島一丁目５番１号 

国家公務員共済組合連合会 

熊本市田井島一丁目５番１号 

平成２１年９月３０日 

 
 
熊本県告示第９５９号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 

  

前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  8.0 

  ～ 

 12.0  

 

 212.0 

  

一般国道 ５０１号 玉名市横島町横島字塩屋外 

    ３０６５番１地先から 

同市横島町横島字河添 

    ３２７０番１地先まで  

後

 10.0 

  ～ 

 13.0  

 

 212.0 

地基創

（交通

安全）

（歩道

設置）

 

前

  4.3 

  ～ 

 19.9 

 

 142.7 

  4.3 

  ～ 

 19.9 

 

 142.7 

一般県道 宮地岳本

渡線 

天草市楠浦町字塔ノ河内 

  ８０１２番３地先から 

同市楠浦町字黒木尾 

  ８０１５番１地先まで  

 

後

 10.5 

  ～ 

 10.5 

 

 125.1 

道路法

第２４

条工事

（排水

事業に

伴う仮

設道路

の設置）

２ 区域を変更する期日 平成２１年１０月１６日 
 

 
熊本県告示第９６０号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２１年１０月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県天草郡苓北町都呂々字新道３２１３番２、３２１ 
 ３番３、３２１６番１、３２１６番２、３２１７番、字松浦河内３２１８番４、３２１ 
 ８番５、３２１８番７、３２１９番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字新道３２１６番１、３２１６番２、３２１７番、字松浦河内３２１８番７、３ 
   ２１９番、３２１８番４・３２１８番５（以上２筆について次の図に示す部分に限 
   る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
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 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに苓北町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第９６１号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２１年１０月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県天草市有明町大浦字赤瀬６３８番１、６４０番、 
 ６４２番１、６４２番２、６５０番、６５２番から６５４番まで、６５９番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字赤瀬６３８番１・６４２番２・６５０番・６５２番・６５４番（以上５筆につ 
   いて次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
 
 
 
熊本県公告第５４５号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１０月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 山鹿市鹿校通三丁目２番３１号 
２ 築造者の氏名 井村清治  
３ 道路の位置 山鹿市古閑字白石の上１１３０番１、同１１３０番２ 
４ 道路の幅員 ４．０２メートル 
５ 道路の延長 ２７．３０メートル 
６ 指定年月日 平成２１年１０月２日 
７ 指定番号 熊本県指令鹿本技管第１９号 

 
 
熊本県公告第５４６号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により、熊本市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第
３項の規定により公告する。 
    平成２１年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫 

    作 業 種 類     作 業 期 間   作 業 地 域 

公共測量（平成２１年度熊 

本市座標変換測量業務委託） 

平成２１年１０月１日から 

平成２２年１月２９日まで 

熊本市中島、城山、高橋、

春日、横手、保田窪、新南

部地区 

公共測量（平成２１年度近

見地区基準点・境界点再現

測量業務委託） 

平成２１年１０月１日から 

平成２２年１月２９日まで 

熊本市近見地区 

 

 
 
熊本県公告第５４７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する
同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供する。 
 なお、宇城市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに縦覧に供された都市計

 公  告 
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画の案について熊本県に意見書を提出することができる。 
    平成２１年１０月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
   宇城都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

松橋不知火都市計画区域、小川都市計画区域、及び宇城市松橋町竹崎字年神、字大楠、
字深町、及び字野間の全域並びに宇城市松橋町竹崎字新開の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
熊本県土木部都市計画課、熊本県宇城地域振興局土木部技術管理課、宇城市土木部都
市整備課、宇城市不知火支所総合窓口課、及び宇城市小川支所建設課 

４ 縦覧期間 
    平成２１年１０月１６日から平成２１年１０月３０日まで 

 
 
熊本県公告第５４８号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する
同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供する。 
 なお、八代市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに縦覧に供された都市計
画の案について熊本県に意見書を提出することができる。 
    平成２１年１０月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 都市計画の種類 
   八代都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

八代都市計画区域、鏡都市計画区域並びに八代市岡町小路、岡町中、岡町谷川、興善
寺町、川田町東、川田町西、千丁町太牟田、千丁町吉王丸、千丁町新牟田、及び千丁
町古閑出の全域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
熊本県土木部都市計画課、熊本県八代地域振興局土木部技術管理景観課、八代市建設
部都市計画課、八代市鏡支所総務課、及び八代市千丁支所総務課 

４ 縦覧期間 
    平成２１年１０月１６日から平成２１年１０月３０日まで 

 
 
熊本県公告第５４９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１０月１６日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

菊池郡菊陽町新山一丁目３１９０番１４ 
２，９２２．００平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
熊本市長嶺南八丁目８番５５号 
株式会社アネシス 

 
 
熊本県公告第５５０号 
 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定により、八代港港湾計画
の変更の概要を次のとおり公示する。 
  平成２１年１０月１６日 
                   八代港港湾管理者 熊本県 
                    代表者 熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 八代港港湾計画の変更の概要 
 （１） 土地造成及び土地利用計画 
                           （単位：ヘクタール）    

   用途 

 

地区名 

ふ 頭 

 

用 地 

港湾関 

 

連用地 

工 業 

 

用 地 

交通機 

 

能用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑 地 合 計 

内港地区 （２６） 

  ２６ 

 (２３） 

  ２３ 

 （２） 

   ２ 

 （４） 

   ４ 

 （１） 

   １ 

  (１） 

   １ 

（５７）

  ５７ 
  注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に 
    密接に関連する土地利用計画で内数である。 
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 注２）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 
 注３）今回の変更に係る地区についてのみ記述した。 
 
２  港湾計画の縦覧の場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県土木部港湾課 
 
 
 
 
 
熊本県私立学校審議会公告第２号 
 熊本県私立学校審議会の会議を次のとおり開催する。 
    平成２１年１０月１６日 
                             熊本県私立学校審議会    
１ 開催日時 
    平成２１年１０月２６日（月） 
    午前１０時００分から正午まで（予定） 
２ 開催場所 

熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁新館２階多目的ＡＶ会議室 
３  議題 
【諮問事項】 
 専修学校・各種学校関係 

（１） 九州測量専門学校の目的変更及び文化教養専門課程設置認可について（公開） 
（２） 熊本デザイン専門学校の目的変更及び工業専門課程設置認可について（公開） 
（３） 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院の文化教養高等課程設置認可について（公開） 
（４） 専修学校の設置者変更認可について（非公開） 

４ 傍聴者の定員 
    １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のう

え、事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県私立学校審議会事務局（熊本県総務部私学文書課中高等班） 
  （０９６－３３３－２０６４） 
 
 
 
 
 
 平成２０年６月９日熊本県告示第５７１号（保安林の指定施業要件の変更に関する予定）
中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ  行 正 誤 

  ５  ２ 熊本県阿蘇市（国有林。次の図

に示す部分に限る。）、阿蘇市

（次の図に示す部分に限る。）

熊本県阿蘇市（次の図に示す部分

に限る。） 

  ５  ７ 阿蘇市（国有林。次の図に示す

部分に限る。）、阿蘇市（次の

図に示す部分に限る。） 

阿蘇市（次の図に示す部分に限る。）

 
 

 登載依頼 

 正  誤 


